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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 フ ラ ビ ウ イ ル ス 科 ウ イ ル ス （ Flaviviridae sp.） に よ り 生 起 さ れ る 感 染 症 の

で あ っ て 、 以 下 の 式 ：
【 化 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ こ こ で 、 Ｘ １ 及 び Ｘ ２ は Ｏ 、 Ｓ 、 Ｓ ｅ 及 び Ｎ か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ ；
Ｙ は Ｏ 、 Ｓ 、 Ｓ ｅ 及 び Ｎ か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ ；
Ｚ は Ｏ 、 Ｎ Ｈ 、 Ｓ 及 び Ｓ ｅ か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ ； そ し て
Ｑ は Ｃ Ｏ 、 Ｃ Ｈ Ｏ Ｈ 、 Ｃ Ｈ Ｏ Ｃ Ｈ ３ 、 Ｃ Ｈ Ｏ Ｃ ２ Ｈ ５ 、 Ｃ Ｈ Ｏ Ｃ ３ Ｈ ７ 及 び Ｃ Ｈ Ｏ Ｃ Ｏ Ｃ
Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｏ Ｏ Ｈ か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る ）
を 有 す る セ ス キ テ ル ペ ン 及 び こ れ ら の 薬 学 的 に 許 容 可 能 な 塩 、 前 記 。

治 療 の た め
の 薬 学 的 組 成 物

を 有 効 量 含 む 組 成 物



【 請 求 項 ２ 】
　 セ ス キ テ ル ペ ン が ア ル テ ミ シ ニ ン お よ び ア ル テ ミ シ ニ ン の 類 似 化 合 物 か ら な る 群 か ら 選
択 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 。
【 請 求 項 ３ 】
　 感 染 症 が Ｃ 型 肝 炎 で あ る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 。
【 請 求 項 ４ 】
　 感 染 症 が 牛 ウ イ ル ス 性 下 痢 症 又 は 豚 コ レ ラ で あ る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 。
【 請 求 項 ５ 】
　 フ ラ ビ ウ イ ル ス 科 ウ イ ル ス に よ り 生 起 さ れ る 感 染 症 の 治 療 で あ っ
て 、 イ ン タ ー フ ェ ロ ン 又 は ペ グ イ ン タ ー フ ェ ロ ン と の 組 合 せ に よ り

、 前 記 。
【 請 求 項 ６ 】
　 エ ン ド ペ ル オ キ シ ド が ア ル テ ミ シ ニ ン 及 び ア ル テ ミ シ ニ ン の 類 似 化 合 物 か ら な る 群 か ら
選 択 さ れ る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 。
【 請 求 項 ７ 】
　 感 染 症 が Ｃ 型 肝 炎 で あ る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 。
【 請 求 項 ８ 】
　 （ ＋ ） セ ン ス Ｒ Ｎ Ａ ウ イ ル ス に よ り 生 起 さ れ る 感 染 症 の 治 療 で あ
っ て 、 を 含 む 、 前 記 。
【 請 求 項 ９ 】
　 エ ン ド ペ ル オ キ シ ド が ア ル テ ミ シ ニ ン 及 び ア ル テ ミ シ ニ ン の 類 似 化 合 物 か ら な る 群 か ら
選 択 さ れ る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の 組 成 物 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 エ ン ド ペ ル オ キ シ ド の ペ ル オ キ ソ 結 合 （ － O－ O－ ） が － Ｓ － Ｓ ― 、 ― Ｓ ｅ － Ｓ ｅ ― 、 ―
Ｎ － Ｏ ― 及 び ― Ｎ － Ｎ － 結 合 及 び こ れ ら の 全 て の 組 合 せ か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る 部 分 で
置 き 換 え ら れ る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の 組 成 物 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 （ ＋ ） セ ン ス Ｒ Ｎ Ａ ウ イ ル ス に よ り 生 起 さ れ る 感 染 症 の 治 療 で あ
っ て 、 イ ン タ ー フ ェ ロ ン 又 は ペ グ イ ン タ ー フ ェ ロ ン と の 組 合 せ に よ り

を 含 む 、 前 記 組 成 物 。
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